
取引資格取得申請に係る添付書類の見直しに伴う 

取引参加者に関する施行細則の一部改正について 

 

2 0 2 0 年 1 2 月 2 8 日 

株 式 会 社 東 京 商 品 取 引 所  

 

Ⅰ．趣旨 

当社は、取引参加者に関する施行細則の一部改正を行い、本年１２月３０日から施行し

ます（詳細については、規則改正新旧対照表をご覧ください。）。 

今回の改正は、取引資格取得申請に係る添付書類の見直しを行うものです。 
 
Ⅱ．改正概要                  

  申請者が一般法人又は個人の場合に添付が必要な書類のう

ち、履歴書及び住民票の写しについて本籍地の記載を求めて

いましたが、これを不要とします。

 

（備考） 
・取引参加者に関する

施行細則 

第４条第６号ハ 

第４条第８号ロ

Ⅲ．施行日 

 ２０２０年１２月３０日から施行します。 
 

 

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


